






 

 維新案 政府案 

憲法適合性 ○ × 

⾃衛権⾏使の要件 武⼒攻撃危機事態 存⽴危機事態 

海外派兵 できない ホルムズ海峡の機雷掃海 

グレーゾーン事態 領域警備法 法制上の対応なし 

周辺事態 
米軍に限定 

東アジア 

米軍に限定しない 

地理的制約なし 

他国領内における 

国際貢献の正当性 
国連安保理７章決議 国連決議等 

武⼒⾏使⼀体化 非戦闘地域に限定 
現に戦闘が⾏われている現場を除く地

域 

防衛出動の承認 
専門委員会で実質審議し承認を厳

格化 
通常の国会承認手続 

 











維新案は合憲
（現行憲法下で認められる自衛権行使）
従来 政府案 維新案 憲法改正

集団的自衛権行使 集団的自衛権行使集団的自衛権行使
フルスペックの
集団的自衛権行使 他国防衛のための

自衛権行使

個別的自衛権行使
（武力攻撃事態
（発生のみ））

（武力攻撃事態
（発生のみ））

（武力攻撃事態
（武力攻撃危機事態））

個別的自衛権行使

限定的
集団的自衛権行使

自国防衛のための
自衛権行使

個別的自衛権行使
合
憲

違
憲

？
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